
若年者等に対して段階に応じた職業
キャリア支援を講ずること

（施策目標Ⅵ－２－２）

添付資料

資料５－２
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○ 15～49歳の無業者の数は、120万人程度で推移〔2019年（令和元年）122万人（前年比３万人増）〕。

○ 現時点で就職氷河期世代に概ね相当する35～49歳の無業者の数は、2012年（平成24年）以降、60万

人台半ばで高止まり傾向。
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（資料出所） 総務省統計局「労働力調査」

（注１） ｢ニート｣の定義は、15～34歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者。これと同定義で35歳～49歳までの無業者数を把握したもの。

（注２） 統計処理の関係上、年齢区分毎の数値とその合計数が一致しないことがあり得るもの。

（注３） 2011年（平成23年）調査結果は東日本大震災の影響により岩手県、宮城県、福島県を除く。

（注４） 2017年（平成29年）１月結果からは、算出の基礎となるベンチマーク人口を、2010年国勢調査結果を基準とする推計人口（旧基準）から2015年国勢調査結

果を基準とする推計人口（新基準）に切り替えた。これに伴い2010年（平成22年）から2016年（平成28年）までの数値については、新基準のベンチマーク人

口に基づいて遡及又は補正した時系列接続用数値に置き換えて掲載した。
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地域若者サポートステーション事業
○サポステ相談支援事業
・職業的自立に向けての専門的相談支援（個別相談・プログラム等）を実施
・IT技術（スカイプ等）を活用した相談環境を整備【充実】

・高校中退者等のニーズに応じたアウトリーチ型の相談等を実施

・人材不足の業種・職種等におけるサポステ利用者の個々のニーズに即したOJTとOff-JTを

組み合わせた職場体験プログラムを実施

・就職した者への定着・ステップアップ相談を実施

・困窮者自立支援とのワンストップ型支援のモデル展開（令和元年～２年度）

・福祉機関等へのアウトリーチ展開

○若年無業者等集中訓練プログラム事業
合宿形式を含む集団的プログラムにより、就職活動や職業生活に必要な実践的な知

識・能力の獲得に向けた集中的な訓練を実施（一部のサポステで実施）

ハローワーク

地域若者サポートステーション事業

就労に向けた支援

若者自立支援中央センター（全国１か所）
サポステスタッフ研修、調査・研究、情報収集・提供、 等
氷河期世代無業者一元案内・相談機能（サポステ・プラス・ナビ）

高校等教育機関

地域若者サポー トス テーシ ョ ン 1 7 7箇所
※ う ち 3 4 箇 所 は 常 設 サ テ ラ イ ト と し て 設 置

保健・福祉機関・他の支援機関との連携・リファー

サポステの支援がないと求職活動を行うのは困難なケース

地
方
自
治
体

地域社会
自治会、町内会等

商工会・商店街

○ 若者の数が減少する一方で、若年無業者（ニート）※１の数は50万人台半ばで高止まりしており、いわゆる氷河期世代を含めた無業者の数は120万人に達している。

○ これらの者の就労を支援することは、若者等の可能性を広げるだけでなく、将来生活保護に陥るリスクを未然に防止し、経済的に自立させ、地域社会の支え手とするとともに、我が国の産業の

担い手を育てるために重要である。

○ このため、若年無業者等の若者が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」（※２）において、地方自治体と協働し（※３） 、

職業的自立に向けての専門的相談支援、高校中退者等に対する切れ目ない支援、就職後の定着・ステップアップ支援、若年無業者等集中訓練プログラム等を実施。

○ さらに、「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）等を踏まえ、就職氷河期世代の支援のため、対象年齢の40歳代への拡大、把握・働きかけのための

福祉機関等へのアウトリーチ展開等を実施する。

企業
（職場体験先）

～若者の職業的自立支援～

職業相談・紹介

（※１ 15～34歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者 ※２ H18年度～。若者支援の実績・ノウハウのあるＮＰＯ法人等 実施。15～49歳対象 ※３ 地方自治体から予算措置等）

＊ 平成27年度より、「就職者」について雇用保険被保険者になり得る就職者に限定、さらに平
成29年度より、雇用保険被保険就職であることを書類により確認できる場合に限定

＊ 平成30年度より、「就職等」とし、雇用保険被保険者となることが見込まれる就職及び公的
職業訓練スキームへの移行も含めて評価公民館NPO等

・高校等からの支援対象者に係る情報提供

就
職
（
職
業
訓
練
等
の
進
路
決
定
）

令和２年度予算額 5,299,062（3,971,954）千円

【サポステの実績】
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11,110 10,603 15,815 67.0% 457,293 287,413 169,880

令和元年度地域若者サポートステーション事業の実績

進路決定者数(人)
登録者数(人) 就職等率(％) 総利用件数(件) 相談件数(件)

セミナー等
参加者数(人)
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（職業生活における自立の促進）
第二十三条 国は、就業、修学及び職業訓練の受講のいずれもして
いない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有す
るもの（次条及び第二十五条において「無業青少年」という。）
に対し、その特性に応じた適職の選択その他の職業生活に関する
相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設
の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならな
い。

第二十四条 地方公共団体は、前条の国の措置と相まって、地域の
実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するため
に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

青少年の雇用の促進等に関する法律（抜粋）
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